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カテゴリー:お知らせ 

 

「埼玉県適正取引情報共有ネットワーク」を立ち上げました 

全国初！地域連携による適正な取引に向けた相談支援を開始 
取適法違反の疑いがある行為を国へ情報提供 

 

 埼玉県では、中小受託取引適正化法（略称：取適法）の実効性を高め、ワンチーム

で適正な取引を推進していくための仕組みとして埼玉県、経済団体、金融機関、支援

機関等からなる「埼玉県適正取引情報共有ネットワーク」（以下「ネットワーク」）

を立ち上げました。 

 ネットワークは、中小受託事業者から相談・通報のあった受託取引に関する困りご

とについて中小受託事業者に対してアドバイス・情報発信を行います。また、違反が

疑われる行為の情報について、国が県産業振興公社に設置した「取引かけこみ寺」を

通じて国に情報提供を行います。 

 こうした地域連携の取組は、全国初となります。 

 

● 実施概要 
１ 立ち上げ日 

令和８年２月２日（月曜日） 

  
２ ネットワーク構成団体 

・埼玉県（事務局） 

・経済団体（埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業 

団体中央会、埼玉県経営者協会、埼玉経済同友会、埼玉中小企業家同友会） 

・県内商工会議所、商工会 

・埼玉県よろず支援拠点（埼玉県産業振興公社内） 

・埼玉働き方改革推進支援センター 

・埼玉県価格転嫁相談窓口（埼玉県中小企業診断協会内） 

・価格転嫁サポーター（＊） 

・日本労働組合総連合会 埼玉県連合会（連合埼玉） 

*  埼玉県銀行協会との連携により、金融機関の職員の方々を価格転嫁サポーターとして養成し、県内 

企業に対して、価格転嫁に関する県の支援情報等を直接お届けする取組 

詳しくは以下のＵＲＬを御覧ください 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kakakutenkasupporter.html 

 

  令和８年２月２日 

産業労働部 産業労働政策課 
戦略会議担当 岡野、相澤 

直通 048-830-3702 
内線 3724 

E-mail: a3710-16@pref.saitama.lg.jp 
 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kakakutenkasupporter.html
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３ 取組内容 
  取適法の違反が疑われる行為については、中小受託事業者から国（中小企業

庁、公正取引委員会）や取引かけこみ寺へ情報提供することになっていますが、

これに加え、本県独自の取組としてネットワークは以下の取組を行い、違反が

疑われる行為の情報が国に上がりやすくなる環境を整備することで、適正な取

引を推進します。 

 

（１）県内中小受託事業者からの相談・通報への対応 

    日頃から県内企業からの相談等を受けているネットワークの構成団体（商

工会や商工会議所、一部の金融機関、経済団体など）に寄せられた相談・通

報への対応を行います。ここで得られた情報は、埼玉県（事務局）に集約し

取りまとめます。 

（２）ネットワークから取引かけこみ寺を通じた国への情報提供 

   埼玉県（事務局）は、中小受託事業者が希望した場合、（１）の情報を取

引かけこみ寺へ提供します。その後、取引かけこみ寺から中小受託事業者に

対して情報収集や助言等のヒアリングを行います。 

その上で、取適法違反の疑いの可能性が高いと判断された場合、取引かけこ 

み寺から国へ情報提供を行います。 

（３）県内中小受託事業者へのアドバイス・情報発信 

   ネットワークは中小受託事業者からの相談・通報に対して必要な支援等に

つなげるほか、対応実績（相談・通報件数、取引かけこみ寺への情報提供件

数、相談・通報や情報提供があった事案の類型など）の情報発信を行います。 

   さらに、当該状況を踏まえ、埼玉県は施策の立案に反映するとともに、必

要に応じて発注元企業を含む業界団体等への要請・周知等を実施します。 

 

  【参考】ネットワークの取組内容 
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●「中小受託取引適正化法（取適法）」について 
 下請代金支払遅延等防止法（略称：下請法）が改正され、中小受託取引適正化法（取

適法）として、令和８年１月１日から施行されました。優越的地位にある委託事業者

による中小受託事業者への不当な行為を規制し、中小受託取引の公正化と中小受託事

業者の利益保護を図ることを目的としています。 

 詳しくは、以下の URLを御確認ください。 

https://www.jftc.go.jp/toriteki/toritekigaiyo/gaiyo.html 

 

● 問合せ先 

 埼玉県産業労働部産業労働政策課 戦略会議担当 

 電話番号：048-830-3702 

 電子メール：a3710-16@pref.saitama.lg.jp 

https://www.jftc.go.jp/toriteki/toritekigaiyo/gaiyo.html

